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(57)【要約】
【課題】装置を大型化することなく、ＣＭＯＳイメージ
センサの受光面に配置された透光性保護基板の曇りを解
消することができる内視鏡診断装置、画像処理方法、プ
ログラムおよび記録媒体を提供する。
【解決手段】曇り検出部が、内視鏡スコープの先端部に
配置されたＣＭＯＳイメージセンサにより撮像された内
視鏡画像の画像解析を行って、ＣＭＯＳイメージセンサ
の受光面を保護する透光性保護基板に曇りが生じている
か否かを検出する。透光性保護基板に曇りが生じている
ことが検出された場合に、動作モード設定部が、発熱モ
ードに切り替える。制御部が、発熱モードの場合に、通
常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧を、透光
性保護基板に間接的に接して配置され、入力電圧を降下
させてＣＭＯＳイメージセンサに供給される電源電圧を
発生するレギュレータに入力させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡スコープの先端部に配置されたＣＭＯＳイメージセンサにより被検体の内視鏡画
像を撮像する撮像部と、
　前記内視鏡画像の画像解析を行って、前記ＣＭＯＳイメージセンサの受光面を保護する
透光性保護基板に曇りが生じているか否かを検出する曇り検出部と、
　前記透光性保護基板に曇りが生じていることが検出された場合に、通常モードから発熱
モードに切り替える動作モード設定部と、
　前記透光性保護基板に間接的に接して配置され、入力電圧を降下させて前記ＣＭＯＳイ
メージセンサに供給される電源電圧を発生するレギュレータと、
　前記発熱モードの場合に、前記通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧を前記
レギュレータに入力させる制御部とを備えることを特徴とする内視鏡診断装置。
【請求項２】
　異なる入力電圧が入力される２以上の前記レギュレータを備え、
　前記制御部は、前記発熱モードの場合に、前記通常モードの場合の入力電圧よりも高い
入力電圧を前記２以上のレギュレータのうちの少なくとも１つに入力させる請求項１に記
載の内視鏡診断装置。
【請求項３】
　さらに、前記２以上のレギュレータのそれぞれに入力される入力電圧を切り替えるスイ
ッチを備え、
　前記制御部は、前記発熱モードの場合に、前記スイッチを切り替えて、前記通常モード
の場合に一方の前記レギュレータに入力される、他方の前記レギュレータに入力される入
力電圧よりも高い入力電圧を、前記他方のレギュレータに入力させる請求項２に記載の内
視鏡診断装置。
【請求項４】
　さらに、前記透光性保護基板に接して配置され、前記被検体からの像光の光路を屈曲し
て前記ＣＭＯＳイメージセンサの受光面に入射させる光学部材を備え、
　前記ＣＭＯＳイメージセンサおよび前記２以上のレギュレータは同一のフレキシブル基
板上の異なる位置に配置され、前記２以上のレギュレータは、前記フレキシブル基板を折
り曲げることにより、前記光学部材の光の入射面および出射面ではない他の面上に、前記
光学部材に接して配置されている請求項２または３に記載の内視鏡診断装置。
【請求項５】
　さらに、前記透光性保護基板に接して配置され、前記被検体からの像光の光路を屈曲し
て前記ＣＭＯＳイメージセンサの受光面に入射させる光学部材を備え、
　前記ＣＭＯＳイメージセンサおよび前記２以上のレギュレータは異なる基板上に配置さ
れ、前記２以上のレギュレータが配置された基板は、前記光学部材の光の入射面および出
射面ではない他の面上に重ね合わされて、前記２以上のレギュレータと前記光学部材とは
接して配置されている請求項２または３に記載の内視鏡診断装置。
【請求項６】
　前記光学部材は、前記被検体からの像光の光路を直角に屈曲する三角プリズムであり、
前記２以上のレギュレータは、前記三角プリズムの全反射斜面に接して配置されている請
求項４または５に記載の内視鏡診断装置。
【請求項７】
　前記２以上のレギュレータは、前記発熱モードの場合に、前記入力電圧から前記電源電
圧への電圧降下が大きい順に、前記三角プリズムの全反射面上の前記ＣＭＯＳイメージセ
ンサから遠い方の位置から順に配置されている請求項６に記載の内視鏡診断装置。
【請求項８】
　さらに、前記ＣＭＯＳイメージセンサに供給される電源電圧とグランドとの間に接続さ
れたコンデンサを備える請求項１～７のいずれか１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項９】
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　さらに、前記レギュレータに入力される入力電圧とグランドとの間に接続されたコンデ
ンサを備える請求項８に記載の内視鏡診断装置。
【請求項１０】
　前記曇り検出部は、前記内視鏡画像の空間周波数を算出し、前記空間周波数の低周波成
分が一定値よりも大きい場合に、前記透光性保護基板に曇りが生じていることを検出する
請求項１～９のいずれか１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項１１】
　さらに、ユーザにより入力される指示を受け取る指示入力部を備え、
　前記動作モード設定部は、前記発熱モードに切り替える指示が前記指示入力部から入力
された場合に、前記通常モードから前記発熱モードに切り替える請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項１２】
　前記動作モード設定部は、さらに、前記内視鏡診断装置が起動された直後に、前記発熱
モードに設定する請求項１～１１のいずれか１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項１３】
　前記動作モード設定部は、前記発熱モードとされてから一定の時間が経過した後、前記
発熱モードから前記通常モードに切り替える請求項１～１２のいずれか１項に記載の内視
鏡診断装置。
【請求項１４】
　前記動作モード設定部は、前記発熱モードとされた後、前記透光性保護基板に曇りが生
じていることが検出されなくなった場合に、前記発熱モードから前記通常モードに切り替
える請求項１～１２のいずれか１項に記載の内視鏡診断装置。
【請求項１５】
　曇り検出部が、内視鏡スコープの先端部に配置されたＣＭＯＳイメージセンサにより撮
像された被検体の内視鏡画像の画像解析を行って、前記ＣＭＯＳイメージセンサの受光面
を保護する透光性保護基板に曇りが生じているか否かを検出するステップと、
　動作モード設定部が、前記透光性保護基板に曇りが生じていることが検出された場合に
、通常モードから発熱モードに切り替えるステップと、
　制御部が、前記発熱モードの場合に、前記通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力
電圧を、前記透光性保護基板に間接的に接して配置され、入力電圧を降下させて前記ＣＭ
ＯＳイメージセンサに供給される電源電圧を発生するレギュレータに入力させるステップ
とを含むことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１６】
　前記制御部が、前記発熱モードの場合に、前記通常モードの場合の入力電圧よりも高い
入力電圧を、２以上の前記レギュレータのうちの少なくとも１つに入力させる請求項１５
に記載の画像処理方法。
【請求項１７】
　前記制御部が、前記発熱モードの場合に、前記２以上のレギュレータのそれぞれに入力
される入力電圧を切り替えるスイッチを切り替えて、前記通常モードの場合に一方の前記
レギュレータに入力される、他方の前記レギュレータに入力される入力電圧よりも高い入
力電圧を、前記他方のレギュレータに入力させる請求項１６に記載の画像処理方法。
【請求項１８】
　請求項１５～１７のいずれか１項に記載の画像処理方法の各々のステップをコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【請求項１９】
　請求項１５～１７のいずれか１項に記載の画像処理方法の各々のステップをコンピュー
タに実行させるためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、内視鏡スコープの先端部に配置された撮像素子の受光面を保護する透光性保
護基板の曇りを除去する機能を備える内視鏡診断装置、画像処理方法、プログラムおよび
記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被検体内を観察するために、内視鏡診断装置が用いられている。被検体内の観察を行う
場合、内視鏡スコープが被検体の体腔内に挿入されて、その先端部から、例えば、白色光
が被観察領域に照射され、その反射光をＣＣＤ（Charge Coupled Device：電荷結合素子
）イメージセンサやＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor：相補型金属
酸化膜半導体）イメージセンサ等の撮像素子で受光して内視鏡画像が撮像される。撮像さ
れた内視鏡画像は表示部に表示され、内視鏡診断装置の操作者により、内視鏡画像の観察
が行われる。
【０００３】
　撮像素子は、内視鏡スコープの先端部に配置され、その受光面には、受光面を保護する
ためのカバーガラス（透光性保護基板）が配置されている。内視鏡スコープが被検体内に
挿入されると、被検体内とカバーガラスとの温度差により、カバーガラスの受光面側に曇
りが発生することが知られている。また、内視鏡診断装置が起動された直後は、撮像素子
が急速に暖まるのに対して、カバーガラスはすぐに暖まらないため、両者の温度差により
カバーガラスに曇りが発生しやすい。
【０００４】
　これに対し、特許文献１には、電源立上げから所定時間の間、基準電圧よりも低い抑制
電圧をＣＣＤに与えてその発熱を抑制し、その後に基準電圧をＣＣＤに供給することによ
り、電源立上げ時にＣＣＤとカバーガラスとの温度差を小さくして結露等を防止すること
が記載されている。また、同文献には、カバーガラスの近傍に周辺回路を配置したり、ヒ
ータで熱を与えて温度差を低減したりすることが記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、内視鏡挿入部の先端部の内部にヒータを配置し、温度センサに
より先端部の内部の熱量情報を計測して、熱量情報を基に、制御ユニットによりヒータの
駆動を制御することが記載されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、内視鏡観察時に、曇り検出手段によって画像処理を用いて内視
鏡の挿入部先端のカバーガラスに発生した曇りを検出し、その検出結果に応じて内視鏡の
曇り除去制御手段によって気腹装置を制御し、腹腔内の二酸化炭素ガスなどの気体を入れ
換えて内視鏡の曇りを除去することが記載されている。
【０００７】
　また、本発明に関連性のある先行技術文献として、撮像素子の受光面上に配置された透
光性保護基板の上に光学部材を配置し、電子部品を光学部材の外面に当接させて配置する
ことを記載する特許文献４、撮像素子を、電源の投入とともに通電して、撮像素子の受光
部に実装されたガラス基板を加熱することにより、撮像素子の受光部を覆うカバーの結露
を効果的に防止することを記載する特許文献５、撮像素子を冷却して被検体像の曇りの発
生を防止することを記載する特許文献６がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２６０１９０号公報
【特許文献２】特開２０１４－１３１５３０号公報
【特許文献３】特開平１１－３１８８１０号公報
【特許文献４】特開２０１１－２２４３４８号公報
【特許文献５】特開２００８－１４１０３７号公報
【特許文献６】特開平５－３４６０５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１，２ではヒータを使用するため、内視鏡スコープの先端部のサイズ
が大きくなる。また、特許文献１では、ＣＣＤに供給する電圧を変更してその発熱量を変
化させる方法を採用しているが、ＣＣＤの特性変動を伴う可能性がある。なお、特許文献
１には、ＣＭＯＳイメージセンサへの言及はない。特許文献３では、内視鏡の曇り検出方
法が提案されているが、曇りの防止にガスを用いる必要がある。
【００１０】
　本発明の目的は、従来技術の問題点を解消し、装置を大型化することなく、ＣＭＯＳイ
メージセンサの受光面に配置された透光性保護基板の曇りを解消することができる内視鏡
診断装置、画像処理方法、プログラムおよび記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、内視鏡スコープの先端部に配置されたＣＭＯＳ
イメージセンサにより被検体の内視鏡画像を撮像する撮像部と、
　内視鏡画像の画像解析を行って、ＣＭＯＳイメージセンサの受光面を保護する透光性保
護基板に曇りが生じているか否かを検出する曇り検出部と、
　透光性保護基板に曇りが生じていることが検出された場合に、通常モードから発熱モー
ドに切り替える動作モード設定部と、
　透光性保護基板に間接的に接して配置され、入力電圧を降下させてＣＭＯＳイメージセ
ンサに供給される電源電圧を発生するレギュレータと、
　発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧をレギュレータ
に入力させる制御部とを備えることを特徴とする内視鏡診断装置を提供するものである。
【００１２】
　ここで、異なる入力電圧が入力される２以上のレギュレータを備え、
　制御部は、発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧を２
以上のレギュレータのうちの少なくとも１つに入力させることが好ましい。
【００１３】
　さらに、２以上のレギュレータのそれぞれに入力される入力電圧を切り替えるスイッチ
を備え、
　制御部は、発熱モードの場合に、スイッチを切り替えて、通常モードの場合に一方のレ
ギュレータに入力される、他方のレギュレータに入力される入力電圧よりも高い入力電圧
を、他方のレギュレータに入力させることが好ましい。
【００１４】
　さらに、透光性保護基板に接して配置され、被検体からの像光の光路を屈曲してＣＭＯ
Ｓイメージセンサの受光面に入射させる光学部材を備え、
　ＣＭＯＳイメージセンサおよび２以上のレギュレータは同一のフレキシブル基板上の異
なる位置に配置され、２以上のレギュレータは、フレキシブル基板を折り曲げることによ
り、光学部材の光の入射面および出射面ではない他の面上に、光学部材に接して配置され
ていることが好ましい。
【００１５】
　あるいは、さらに、透光性保護基板に接して配置され、被検体からの像光の光路を屈曲
してＣＭＯＳイメージセンサの受光面に入射させる光学部材を備え、
　ＣＭＯＳイメージセンサおよび２以上のレギュレータは異なる基板上に配置され、２以
上のレギュレータが配置された基板は、光学部材の光の入射面および出射面ではない他の
面上に重ね合わされて、２以上のレギュレータと光学部材とは接して配置されていること
が好ましい。
【００１６】
　また、光学部材は、被検体からの像光の光路を直角に屈曲する三角プリズムであり、２
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以上のレギュレータは、三角プリズムの全反射斜面に接して配置されていることが好まし
い。
【００１７】
　また、２以上のレギュレータは、発熱モードの場合に、入力電圧から電源電圧への電圧
降下が大きい順に、三角プリズムの全反射面上のＣＭＯＳイメージセンサから遠い方の位
置から順に配置されていることが好ましい。
【００１８】
　さらに、ＣＭＯＳイメージセンサに供給される電源電圧とグランドとの間に接続された
コンデンサを備えることが好ましい。
【００１９】
　さらに、レギュレータに入力される入力電圧とグランドとの間に接続されたコンデンサ
を備えることが好ましい。
【００２０】
　また、曇り検出部は、内視鏡画像の空間周波数を算出し、空間周波数の低周波成分が一
定値よりも大きい場合に、透光性保護基板に曇りが生じていることを検出することが好ま
しい。
【００２１】
　さらに、ユーザにより入力される指示を受け取る指示入力部を備え、
　動作モード設定部は、発熱モードに切り替える指示が指示入力部から入力された場合に
、通常モードから発熱モードに切り替えることが好ましい。
【００２２】
　動作モード設定部は、さらに、内視鏡診断装置が起動された直後に、発熱モードに設定
することが好ましい。
【００２３】
　また、動作モード設定部は、発熱モードとされてから一定の時間が経過した後、発熱モ
ードから通常モードに切り替えることが好ましい。
【００２４】
　また、動作モード設定部は、発熱モードとされた後、透光性保護基板に曇りが生じてい
ることが検出されなくなった場合に、発熱モードから通常モードに切り替えることが好ま
しい。
【００２５】
　また、本発明は、曇り検出部が、内視鏡スコープの先端部に配置されたＣＭＯＳイメー
ジセンサにより撮像された被検体の内視鏡画像の画像解析を行って、ＣＭＯＳイメージセ
ンサの受光面を保護する透光性保護基板に曇りが生じているか否かを検出するステップと
、
　動作モード設定部が、透光性保護基板に曇りが生じていることが検出された場合に、通
常モードから発熱モードに切り替えるステップと、
　制御部が、発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧を、
透光性保護基板に間接的に接して配置され、入力電圧を降下させてＣＭＯＳイメージセン
サに供給される電源電圧を発生するレギュレータに入力させるステップとを含むことを特
徴とする画像処理方法を提供する。
【００２６】
　ここで、制御部が、発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力
電圧を、２以上のレギュレータのうちの少なくとも１つに入力させることが好ましい。
【００２７】
　また、制御部が、発熱モードの場合に、２以上のレギュレータのそれぞれに入力される
入力電圧を切り替えるスイッチを切り替えて、通常モードの場合に一方のレギュレータに
入力される、他方のレギュレータに入力される入力電圧よりも高い入力電圧を、他方のレ
ギュレータに入力させることが好ましい。
【００２８】
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　また、本発明は、上記に記載の画像処理方法の各々のステップをコンピュータに実行さ
せるためのプログラムを提供する。
【００２９】
　また、本発明は、上記に記載の画像処理方法の各々のステップをコンピュータに実行さ
せるためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ＣＭＯＳイメージセンサのカバーガラスに曇りが発生した場合に、透
光性保護基板に間接的に接して配置されるレギュレータの発熱量を増大させることにより
、カバーガラスの温度が上昇する時間を短縮し、カバーガラスの曇りを短時間で解消する
ことができる。また、本発明によれば、レギュレータの動作を制御して発熱量を増大させ
るため、カバーガラスの曇りを解消するためのヒータやガス等は不要であり、装置が大型
化することもない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の内視鏡診断装置の構成を表す一実施形態の外観図である。
【図２】図１に示す内視鏡診断装置の内部構成を表すブロック図である。
【図３】内視鏡スコープの先端部の構成を表す概念図である。
【図４】青色レーザ光源からの青色レーザ光及び青色レーザ光が蛍光体により波長変換さ
れた発光スペクトルを示すグラフである。
【図５】撮像素子の構成を表す一例の概念図である。
【図６】カバーガラスの曇りを解消する場合の内視鏡診断装置の動作を表す一例のフロー
チャートである。
【図７】従来のレギュレータの構成を表す一例のブロック図である。
【図８】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明に係るレギュレータの構成を表す一例のブロック
図である。
【図９】レギュレータにコンデンサが接続された状態を表す一例の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の内視鏡診断装置、画像処
理方法、プログラムおよび記録媒体を詳細に説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の内視鏡診断装置の構成を表す一実施形態の外観図、図２は、その内部
構成を表すブロック図である。これらの図に示す内視鏡診断装置１０は、光源装置１２と
、光源装置１２から発せられる光を用いて被検体の被観察領域の内視鏡画像を撮像する内
視鏡スコープ１４と、内視鏡スコープ１４で撮像された内視鏡画像を画像処理するプロセ
ッサ装置１６と、プロセッサ装置１６から出力される画像処理後の内視鏡画像を表示する
表示装置１８と、入力操作を受け付ける入力装置２０とによって構成されている。
【００３４】
　まず、光源装置１２は、光源制御部２２と、レーザ光源ＬＤ２４と、カプラ（分波器）
２６とによって構成されている。
【００３５】
　本実施形態において、レーザ光源ＬＤ２４からは、中心波長が４４５ｎｍである、青色
の一定の波長範囲（例えば、中心波長±１０ｎｍ）の狭帯域光が発せられる。レーザ光源
ＬＤ２４は、照明光として、後述する蛍光体から白色光（疑似白色光）を発生させるため
の励起光を発する光源であって、後述するプロセッサ装置１６の制御部によって制御され
る光源制御部２２によりオンオフ（点灯消灯）制御および光量制御が行われる。
【００３６】
　レーザ光源ＬＤ２４としては、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系レーザダイオードが利
用でき、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系レーザダイオード等を
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用いることもできる。
【００３７】
　なお、白色光を発生するための白色光光源は、励起光および蛍光体の組合せに限定され
ず、白色光を発するものであればよく、例えば、キセノンランプ、ハロゲンランプ、白色
ＬＥＤ（発光ダイオード）などを利用することもできる。また、レーザ光源ＬＤ２４から
発せられるレーザ光の波長は上記例に限定されず、同様の役割を果たす波長のレーザ光を
適宜選択することができる。
【００３８】
　レーザ光源ＬＤ２４から発せられるレーザ光は、集光レンズ（図示略）を介して光ファ
イバに入力され、カプラ２６により２系統の光に分波されてコネクタ部３２Ａに伝送され
る。カプラ２６は、ハーフミラー、反射ミラー等によって構成される。
【００３９】
　続いて、内視鏡スコープ１４は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部の先端面から２系
統（２灯）の照明光を出射する照明光学系と、被観察領域の内視鏡画像を撮像する１系統
（１眼）の撮像光学系とを有する、電子内視鏡である。内視鏡スコープ１４は、内視鏡挿
入部２８と、内視鏡挿入部２８の先端の湾曲操作や観察のための操作を行う操作部３０と
、内視鏡スコープ１４を光源装置１２およびプロセッサ装置１６に着脱自在に接続するコ
ネクタ部３２Ａ，３２Ｂとを備えている。
【００４０】
　内視鏡挿入部２８は、可撓性を持つ軟性部３４と、湾曲部３６と、先端部（以降、内視
鏡先端部とも呼称する）３８とから構成されている。
【００４１】
　湾曲部３６は、軟性部３４と先端部３８との間に設けられ、操作部３０に配置されたア
ングルノブ４０の回動操作により湾曲自在に構成されている。この湾曲部３６は、内視鏡
スコープ１４が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき
、内視鏡先端部３８を、所望の観察部位に向けることができる。
【００４２】
　図３に示すように、内視鏡挿入部２８の先端面４６には、被観察領域へ光を照射する２
系統の照明窓４２Ａ，４２Ｂ、被観察領域からの反射光を撮像する１系統の観察窓４４、
内視鏡挿入部２８の内部に設けられている鉗子チャンネルに挿入される、処置具等の出口
となる鉗子口７４、同じく送気・送水チャンネルの出口となる送気・送水口７６等が配置
されている。
【００４３】
　観察窓４４、鉗子口７４、送気・送水口７６は、先端面４６の中央部に配置されている
。照明窓４２Ａ，４２Ｂは、観察窓４４を挟んでその両脇側に配置されている。
【００４４】
　照明窓４２Ａの奥には、光ファイバ４８Ａが収納されている。光ファイバ４８Ａは、光
源装置１２からコネクタ部３２Ａを介して内視鏡先端部３８まで敷設されている。光ファ
イバ４８Ａの先端部（照明窓４２Ａ側）の先には蛍光体５４Ａが配置され、さらに蛍光体
５４Ａの先にレンズ５２Ａ等の光学系が取り付けられている。同様に、照明窓４２Ｂの奥
には、先端部に蛍光体５４Ｂおよびレンズ５２Ｂ等の光学系を有する光ファイバ４８Ｂが
収納されている。
【００４５】
　蛍光体５４Ａ，５４Ｂは、レーザ光源ＬＤ２４からの青色レーザ光の一部を吸収して緑
色～黄色に励起発光する複数種の蛍光物質（例えばＹＡＧ系蛍光物質、或いはＢＡＭ（Ｂ
ａＭｇＡｌ10Ｏ17）等の蛍光物質）を含んで構成される。白色光観察用の励起光が蛍光体
５４Ａ，５４Ｂに照射されると、蛍光体５４Ａ，５４Ｂから発せられる緑色～黄色の励起
発光光（蛍光）と、蛍光体５４Ａ，５４Ｂにより吸収されず透過した青色レーザ光とが合
わされて、白色光（疑似白色光）が生成される。
【００４６】
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　図４は、青色レーザ光源からの青色レーザ光及び青色レーザ光が蛍光体により波長変換
された発光スペクトルを示すグラフである。レーザ光源ＬＤ２４から発せられる青色レー
ザ光は、中心波長４４５ｎｍの輝線で表され、青色レーザ光による蛍光体５４Ａ，５４Ｂ
からの励起発光光は、概ね４５０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲で発光強度が増大する分光
強度分布となる。この励起発光光と青色レーザ光との合波光によって、上述した疑似白色
光が形成される。
【００４７】
　ここで、本発明でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限らず
、例えば、上述した疑似白色光を始めとして、基準色であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青
）等、特定の波長帯の光を含むものであればよい。つまり、本発明のいう白色光には、例
えば、緑色から赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を
含む光等も広義に含まれるものとする。
【００４８】
　照明窓４２Ａ側および照明窓４２Ｂ側の照明光学系は同等の構成および作用のものであ
って、照明窓４２Ａ，４２Ｂからは、基本的に同時に同等の照明光が照射される。なお、
照明窓４２Ａ，４２Ｂからそれぞれ異なる照明光を照射させることもできる。また、２系
統の照明光を出射する照明光学系を有することは必須ではなく、例えば、１系統や４系統
の照明光を出射する照明光学系でも同等の機能を実現することができる。
【００４９】
　観察窓４４の奥には、被検体の被観察領域の像光を取り込むための対物レンズユニット
５６等の光学系が取り付けられ、さらに対物レンズユニット５６の奥には、被観察領域の
画像情報を取得するＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子５８が取り付けられている。撮
像素子５８は、内視鏡スコープ１４の先端部に配置されたＣＭＯＳイメージセンサにより
被検体の内視鏡画像を撮像する本発明の撮像部に相当する。
【００５０】
　撮像素子５８は、対物レンズユニット５６からの光を受光面（撮像面）で受光し、受光
した光を光電変換して画像信号（デジタル信号）を出力する。撮像素子５８の受光面には
、可視光の約３７０～７２０ｎｍの波長範囲を３分割する分光透過率を有する、Ｒ色（約
５８０ｎｍ～７６０ｎｍ）、Ｇ色（約４５０ｎｍ～６３０ｎｍ）、Ｂ色（約３８０ｎｍ～
５１０ｎｍ）のカラーフィルタが設けられ、Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素の３色の画素を１組
として、複数組の画素がマトリクス状に配列されている。
　また、撮像素子５８の受光面には、受光面を保護するためのカバーガラスが配置されて
いる。なお、カバーガラスは、被検体の像光に対して透光性のある保護基板であればよく
、ガラス材に限らず透明樹脂等の他の材料であってもよい。
【００５１】
　撮像素子５８は、図５に示すように、２つのレギュレータ８２、８４とともに、同一の
フレキシブル基板８６上の異なる位置に配置されている。この例の場合、撮像素子５８は
フレキシブル基板８６の左側の位置に、２つのレギュレータ８２、８４はフレキシブル基
板の右側の位置に配置されている。
【００５２】
　撮像素子５８のカバーガラスの上には、カバーガラスに接して三角プリズム８８が配置
されている。図５中、三角プリズム８８の左側の垂直面は被検体からの像光の入射面、右
側の斜面がその全反射面、下側の水平面がその出射面である。被検体からの像光は、左側
から三角プリズム８８の入射面へ入射され、全反射面により直角に全反射されて、その光
路が下向きに屈曲され、出射面から出射されて、撮像素子５８の受光面へ入射される。
　なお、被検体からの像光を撮像素子５８へ導く光学部材として三角プリズム８８を例示
しているが、これに限らず、他の形状、他の方式の光路変更部材を使用してもよい。
【００５３】
　２つのレギュレータ８２、８４には、異なる入力電圧が入力される。撮像素子５８では
、通常、異なる複数の電源電圧が使用される。２つのレギュレータ８２、８４は、それぞ
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れ、入力電圧を降下させて撮像素子５８に供給される異なる２つの電源電圧を発生する。
レギュレータ８２、８４は、フレキシブル基板８６を折り曲げることにより、三角プリズ
ム８８の全反射面上に、三角プリズム８８と接して配置されている。つまり、レギュレー
タ８２、８４は、三角プリズム８８を介してカバーガラスに間接的に接して配置されてい
る。
　なお、レギュレータ８２、８４は、三角プリズム８８の全反射面に限らず、被検体から
の像光の入射面および出射面ではない面上に配置することができる。
【００５４】
　また、撮像素子５８およびレギュレータ８２、８４を異なる基板上に配置してもよい。
この場合、レギュレータ８２、８４が配置された基板を、三角プリズム８８の全反射面上
に重ね合わせることにより、レギュレータ８２、８４と三角プリズム８８とを接して配置
することができる。
【００５５】
　光源装置１２から光ファイバ４８Ａ，４８Ｂによって導光された光は、内視鏡先端部３
８から被検体の被観察領域に向けて照射される。そして、照明光が照射された被観察領域
の様子、つまり、被検体からの像光が対物レンズユニット５６により撮像素子５８の受光
面上に結像され、撮像素子５８により光電変換されて撮像される。撮像素子５８からは、
撮像された被検体の被観察領域の内視鏡画像の画像信号（デジタル信号）が出力される。
【００５６】
　撮像素子５８から出力される内視鏡画像の画像信号（デジタル信号）は、スコープケー
ブル６２およびコネクタ部３２Ｂを介してプロセッサ装置１６の画像処理部に入力される
。
【００５７】
　続いて、プロセッサ装置１６は、画像処理部７０と、曇り検出部７８と、動作モード設
定部８０と、制御部６８と、記憶部７２とを備えている。また、制御部６８には、表示装
置１８および入力装置２０が接続されている。入力装置２０は、ユーザにより入力される
指示を受け取る本発明の指示入力部に相当する。プロセッサ装置１６は、内視鏡スコープ
１４から入力される内視鏡画像の画像信号を画像処理するとともに、光源装置１２の光源
制御部２２の動作、レギュレータ８２、８４の入力電圧の切り替え等を制御する。
【００５８】
　画像処理部７０は、内視鏡スコープ１４から入力される内視鏡画像の画像信号に対して
あらかじめ設定された各種の画像処理を施し、画像処理後の内視鏡画像の画像信号を出力
する。画像処理後の内視鏡画像の画像信号は、制御部６８に送られる。
【００５９】
　制御部６８は、画像処理後の内視鏡画像を表示装置１８に表示させる。また、制御部６
８は、内視鏡スコープ１４の撮像スイッチ６６や入力装置２０から入力される指示に基づ
いて、光源装置１２の光源制御部２２の動作を制御したり、例えば、１枚（１フレーム）
の内視鏡画像を単位として記憶部７２に記憶させたり、撮像素子５８であるＣＭＯＳイメ
ージセンサのカバーガラスの曇りを解消するために、レギュレータ８２、８４の入力電圧
の切り替えを制御したりする。
【００６０】
　曇り検出部７８は、画像処理部７０による画像処理後の内視鏡画像の画像解析を行って
、ＣＭＯＳイメージセンサの受光面を保護するカバーガラスに曇りが生じているか否かを
検出するものである。
【００６１】
　曇り検出部７８が内視鏡画像からカバーガラスの曇りを検出する方法は何ら限定されな
いが、例えば、特許文献３に記載されている検出方法を利用することができる。
　すなわち、内視鏡画像の空間周波数を高速フーリエ変換して算出し、空間周波数の低周
波成分の値を、あらかじめ設定された一定値と比較する。カバーガラスが曇ると内視鏡画
像にボケが生じる、すなわち、内視鏡画像全体における空間周波数の低周波成分が増大す
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る。従って、比較の結果、空間周波数の低周波成分が一定値よりも大きい場合は、カバー
ガラスに曇りが生じていると判断することができる。
【００６２】
　動作モード設定部８０は、カバーガラスに曇りが生じていることが検出された場合に、
内視鏡診断装置１０の動作モードを、通常モードから発熱モードに切り替えるものである
。
【００６３】
　ここで、通常モードは、内視鏡画像を撮像するための通常の動作を行う動作モードであ
り、発熱モードは、カバーガラスの曇りを解消するために、カバーガラスの温度が上昇す
る時間を短縮させるための動作を行う動作モードである。
【００６４】
　次に、内視鏡診断装置１０の動作を説明する。
　まず、内視鏡画像を撮像する場合の動作を説明する。
【００６５】
　内視鏡画像の撮像時には、光源制御部２２の制御により、レーザ光源ＬＤ２４があらか
じめ設定された一定の発光量で点灯される。レーザ光源ＬＤ２４から発せられる中心波長
４４５ｎｍのレーザ光が蛍光体５４Ａ，５４Ｂに照射され、蛍光体５４Ａ，５４Ｂから白
色光が発せられる。蛍光体５４Ａ，５４Ｂから発せられる白色光は被検体に照射され、そ
の反射光が撮像素子５８で受光されて被検体の被観察領域の内視鏡画像が撮像される。
【００６６】
　撮像素子５８から出力される内視鏡画像の画像信号（デジタル信号）は、画像処理部７
０により各種の画像処理が施され、画像処理後の内視鏡画像の画像信号が出力される。そ
して、制御部６８により、画像処理後の内視鏡画像の画像信号に対応する内視鏡画像が表
示装置１８上に表示され、必要に応じて、内視鏡画像の画像信号が記憶部７２に記憶され
る。
【００６７】
　続いて、図６のフローチャートを参照して、ＣＭＯＳイメージセンサのカバーガラスの
曇りを解消する場合の動作を説明する。
【００６８】
　内視鏡診断装置１０が起動されると（ステップＳ１）、動作モード設定部８０により、
内視鏡診断装置１０の動作モードが通常モードに設定され（ステップＳ２）、画像処理部
７０により画像処理が施された内視鏡画像が、制御部６８の制御により表示装置１８に表
示される。
【００６９】
　続いて、曇り検出部７８により、画像処理部７０による画像処理後の内視鏡画像の画像
解析が行われて、ＣＭＯＳイメージセンサのカバーガラスに曇りが生じているか否かの検
出が行われる（ステップＳ３）。
【００７０】
　その結果、カバーガラスに曇りが生じていることが検出された場合には（ステップＳ４
でＹｅｓ）、動作モード設定部８０により、動作モードが通常モードから発熱モードに切
り替えられる（ステップＳ５）。
【００７１】
　内視鏡診断装置１０の動作モードが発熱モードに設定されると、制御部６８の制御によ
り、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧がレギュレータに入力される。
【００７２】
　図７は、従来のレギュレータの構成を表す一例のブロック図である。同図は、異なる入
力電圧を降下して、撮像素子５８に供給される異なる２つの電源電圧を発生する従来のレ
ギュレータの構成を表したものである。レギュレータ８２、８４には、それぞれ、３．５
Ｖおよび２．５Ｖの入力電圧が入力される。レギュレータ８２、８４により、それぞれ、
３．５Ｖおよび２．５Ｖの入力電圧が０．５Ｖずつ降下されて３．０Ｖおよび２．０Ｖの
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電源電圧が発生され、撮像素子５８に供給される。
【００７３】
　続いて、図８（Ａ）および（Ｂ）は、本発明に係るレギュレータの構成を表す一例のブ
ロック図である。図８（Ａ）および（Ｂ）は、図７に示す従来のレギュレータの構成にお
いて、さらに、レギュレータのそれぞれに入力される入力電圧を切り替えるスイッチを備
える本実施形態のレギュレータの構成を表したものである。図８（Ａ）および（Ｂ）に示
すように、本実施形態の場合、レギュレータ８４とその入力電圧との間にスイッチ９０が
接続され、レギュレータ８４とスイッチ９０との間と、レギュレータ８２の入力電圧との
間にスイッチ９２が接続されている。
【００７４】
　通常モードの場合、制御部６８の制御により、図８（Ａ）に示すように、スイッチ９０
がオン状態、スイッチ９２がオフ状態とされ、レギュレータ８２、８４には、それぞれ、
３．５Ｖおよび２．５Ｖの入力電圧が入力される。つまり、通常モードの場合、レギュレ
ータ８２には、レギュレータ８４に入力される２．５Ｖの入力電圧よりも高い３．５Ｖの
入力電圧が入力される。この場合、図７に示す従来のレギュレータ８２、８４と同様の構
成であり、同様に動作する。
【００７５】
　発熱モードの場合、制御部６８の制御により、図８（Ｂ）に示すように、スイッチ９０
がオフ状態、スイッチ９２がオン状態とされ、レギュレータ８２、８４には、ともに３．
５Ｖの入力電圧が入力される。つまり、発熱モードの場合、スイッチ９０、９２が切り替
えられて、レギュレータ８４には、レギュレータ８２に入力される３．５Ｖの入力電圧が
入力される。この場合、従来のレギュレータ８２、８４と同様に、レギュレータ８２によ
り、３．５Ｖの入力電圧が０．５Ｖ降下されて３．０Ｖの電源電圧が発生され、撮像素子
５８に供給される。一方、レギュレータ８４により、３．５Ｖの入力電圧が通常モードの
場合よりも大きい１．５Ｖ降下されて２．０Ｖの電源電圧が発生され、撮像素子５８に供
給される。
【００７６】
　このように、発熱モードの場合に、レギュレータ８４の電圧降下を通常モードの場合よ
りも大きくすると、その発熱量を増大させることができる。図５に示すように、２つのレ
ギュレータ８２、８４は、三角プリズム８８を介してカバーガラスと間接的に接して配置
されている。そのため、レギュレータ８２、８４から三角プリズム８８を介して撮像素子
５８へ熱が伝わることにより、カバーガラスの温度が上昇する時間を短縮することができ
、カバーガラスの曇りを短時間で解消することができる。
【００７７】
　なお、発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧よりも高い入力電圧をレギュ
レータ８４に入力する方法は何ら限定されない。例えば、外部から通常モードの場合の入
力電圧よりも高い入力電圧を入力してもよいし、新たなレギュレータを設けて通常モード
の場合の入力電圧よりも高い入力電圧を発生させて入力してもよい。また、レギュレータ
の数は１以上であればよい。さらに、発熱モードの場合に、通常モードの場合の入力電圧
よりも高い入力電圧を２以上のレギュレータのうちの少なくとも1つに入力してもよい。
【００７８】
　続いて、動作モードが発熱モードとされてから一定の時間が経過した後、ステップＳ２
へ戻り、動作モード設定部８０により、動作モードが発熱モードから通常モードに切り替
えられる。発熱モードに設定される一定の時間は、カバーガラスの曇りを解消することが
できる時間を、あらかじめ測定しておくことにより決定することができる。また、カバー
ガラスの曇りの解消後、通常モードに戻すことにより、カバーガラスに曇りが無い時は消
費電力を低減したり、撮像素子５８の発熱を抑えたりすることができる。
　これ以後の動作は上記の繰り返しである。
【００７９】
　一方、カバーガラスに曇りが生じていることが検出されなかった場合には（ステップＳ
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４でＮｏ）、続いて、内視鏡診断装置１０の動作が終了したか否かの判定が行われる（ス
テップＳ６）。
【００８０】
　その結果、内視鏡診断装置１０の動作が終了していない場合には（ステップＳ６でＮｏ
）、ステップＳ２へ戻り、上記動作が繰り返される。一方、内視鏡診断装置１０の動作が
終了している場合には（ステップＳ６でＹｅｓ）、処理を終了する。
【００８１】
　上記のように、内視鏡診断装置１０では、ＣＭＯＳイメージセンサのカバーガラスに曇
りが発生した場合に、透光性保護基板に間接的に接して配置されるレギュレータ８４の発
熱量を増大させることにより、カバーガラスの温度が上昇する時間を短縮し、カバーガラ
スの曇りを短時間で解消することができる。また、内視鏡診断装置１０では、レギュレー
タ８４の動作を制御して発熱量を増大させるため、カバーガラスの曇りを解消するための
ヒータやガス等は不要であり、装置が大型化することもない。
【００８２】
　なお、２つのレギュレータ８２、８４を、発熱モードの場合に、入力電圧から電源電圧
への電圧降下が大きい順に、三角プリズム８８の全反射面上のＣＭＯＳイメージセンサか
ら遠い方の位置から順に配置することが望ましい。これにより、発熱量の大きいレギュレ
ータからカバーガラスに伝わる熱と、発熱量の小さいレギュレータからカバーガラスに伝
わる熱との平衡がとれるため、曇りを偏りなく短時間で解消することができる。３つ以上
のレギュレータを備える場合も同様である。
【００８３】
　また、動作モードの切り替え時に、撮像素子５８の電源が落ちたり、ラッチアップによ
り撮像素子５８が破壊されたりするのを防止するために、図９に示すように、撮像素子５
８に供給される電源電圧とグランドとの間、さらに、レギュレータ８２、８４に入力され
る入力電圧とグランドとの間にコンデンサ９４を接続することが望ましい。コンデンサ９
４の容量値は、必要に応じて適宜決定することができる。これにより、動作モードの切り
替え時にも、撮像素子５８は破壊されず、安定して動作させることができる。
【００８４】
　また、内視鏡画像の画像解析を行って、カバーガラスの曇りを検出することに加えて、
ユーザにより発熱モードに切り替える指示が入力装置２０を介して入力された場合に、動
作モードを通常モードから発熱モードに切り替えてもよい。これにより、ユーザが、カバ
ーガラスの曇りを視認した場合に、任意のタイミングで動作モードを通常モードから発熱
モードに切り替えることができ、カバーガラスの曇りを即座に解消することができる。
【００８５】
　また、前述のように、内視鏡診断装置１０が起動された直後は、ＣＭＯＳイメージセン
サが急速に暖まるのに対して、カバーガラスはすぐに暖まらないため、温度差によりカバ
ーガラスに曇りが発生しやすい。そのため、内視鏡診断装置１０が起動された直後に、発
熱モードに設定し、発熱モードとされてから一定の時間が経過した後、発熱モードから通
常モードに切り替えてもよい。これにより、カバーガラスに曇りが発生するのを未然に防
止、ないし、カバーガラスの曇りを短時間で解消することができる。
【００８６】
　また、発熱モードとされてから一定の時間が経過した後、発熱モードから通常モードに
切り替える代わりに、発熱モードとされた後、カバーガラスに曇りが生じていることが検
出されなくなった場合に、発熱モードから通常モードに切り替えてもよい。これにより、
カバーガラスの曇りを確実に解消することができる。
【００８７】
　本発明の装置は、装置が備える各々の構成要素を専用のハードウェアで構成してもよい
し、各々の構成要素をプログラムされたコンピュータで構成してもよい。
　本発明の方法は、例えば、その各々のステップをコンピュータに実行させるためのプロ
グラムにより実施することができる。また、このプログラムが記録されたコンピュータ読
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【００８８】
　本発明は、基本的に以上のようなものである。
　以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明
の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　内視鏡診断装置
　１２　光源装置
　１４　内視鏡スコープ
　１６　プロセッサ装置
　１８　表示装置
　２０　入力装置
　２２　光源制御部
　２６　カプラ（分波器）
　２８　内視鏡挿入部
　３０　操作部
　３２Ａ、３２Ｂ　コネクタ部
　３４　軟性部
　３６　湾曲部
　３８　先端部
　４０　アングルノブ
　４２Ａ、４２Ｂ　照明窓
　４４　観察窓
　４６　先端面
　４８Ａ、４８Ｂ　光ファイバ
　５２Ａ、５２Ｂ　レンズ
　５４Ａ、５４Ｂ　蛍光体
　５６　対物レンズユニット
　５８　撮像素子
　６２　スコープケーブル
　６６　撮像スイッチ
　６８　制御部
　７０　画像処理部
　７２　記憶部
　７４　鉗子口
　７６　送気・送水口
　７８　曇り検出部
　８０　動作モード設定部
　８２、８４　レギュレータ
　８６　フレキシブル基板
　８８　三角プリズム
　９０、９２　スイッチ
　９４　コンデンサ
　２４　レーザ光源ＬＤ
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摘要(译)

而不增加能够消除灰雾的内窥镜成像设备的尺寸的装置布置在所述
CMOS图像传感器的光接收表面上的半透明的保护基板，提供一种图像
处理方法，程序和记录介质到。 浑浊检测单元，执行由位于内窥镜的远
端处的CMOS图像传感器的，半透明的，以保护CMOS图像传感器的光
接收表面所捕获的内窥镜图像的图像解析检测保护基板中是否发生起
雾。当检测到半透明保护基板雾化时，操作模式设定部分切换到发热模
式。控制单元，在加热模式的情况下，输入电压比正常模式的输入电压
越高，被间接地设置接触透明保护基板，从而降低了输入电压被提供给
CMOS图像传感器对产生电源电压的稳压器。 .The
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